
救急車内部

第 5 回  定 例 会
Ｑ  

今
回
取
得
す
る
新
規
車
輌
の
装
備
に

お
い
て
、
既
存
車
輌
よ
り
性
能
が
優
れ
た

も
の
が
あ
る
か
問
う
。

A  

車
輌
に
は
、
傷
病
者
へ
の
揺
れ
を
軽

減
さ
せ
る
防
振
架
台
を
従
前
か
ら
装
備
し

て
い
る
。
近
年
ベ
ー
ス
車
輌
の
耐
振
動
性

能
が
向
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
後
加

速
度
に
よ
る
揺
れ
の
吸
収
に
優
れ
た
仕
様

に
改
め
、
傷
病
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
。

　
ま
た
、
全
周
囲
モ
ニ
タ
ー
及
び
先
進
安

全
機
能
を
新
た
に
備
え
、
運
転
す
る
隊
員

の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
で
、
救
急
活
動

時
に
お
け
る
安
全
性
能
を
強
化
し
た
。

Ｑ  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
疑
い

が
あ
る
時
点
で
、
対
処
の
た
め
の
作
業
に

従
事
し
た
場
合
、
特
殊
勤
務
手
当
が
適
用

さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
再
任
用
職
員
や
会

計
年
度
任
用
職
員
で
も
対
象
と
な
る
の
か

問
う
。

A  

緊
急
搬
送
の
時
点
で
感
染
し
て
い
る

か
は
不
明
だ
が
、
搬
送
先
の
医
療
機
関
に

お
い
て
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
な
ど
の
検
査
が
必
要
で

あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
特
殊
勤
務

手
当
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
大
竹
市
の

職
員
で
あ
れ
ば
い
ず
れ
も
対
象
と
な
る
。

Ｑ  

大
竹
会
館
の
改
築
後
、
す
ぐ
に
指
定

管
理
に
移
行
す
る
の
か
。
ま
た
、
支
所
業

務
も
一
部
は
指
定
管
理
に
移
行
す
る
の
か

問
う
。

A  

大
竹
会
館
は
、
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

発
揮
で
き
る
施
設
で
あ
る
た
め
、
将
来
的

に
は
、
指
定
管
理
者
に
管
理
運
営
を
委
ね

た
い
が
、
改
築
後
す
ぐ
の
移
行
は
考
え
て

い
な
い
。

　
当
面
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
運
営
し
て
い

く
方
針
で
あ
る
。
し
か
し
、
支
所
業
務
に

つ
い
て
は
、
民
間
に
包
括
委
託
で
き
る
可

能
性
を
模
索
し
た
が
、
現
在
支
所
で
行
っ

て
い
る
業
務
と
比
べ
、
大
幅
な
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
と
な
る
た
め
、
民
間
委
託
は

し
な
い
予
定
で
あ
る
。

Ｑ  

障
害
者
等
自
立
支
援
給
付
事
業
の
内

容
と
、
対
象
事
業
所
が
い
く
つ
あ
る
の
か

問
う
。

A  

こ
の
事
業
は
、
市
内
に
障
害
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
お
く
法
人
が
、
職
員

や
利
用
者
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
予
防
対
策
に
要
し
た
マ
ス
ク
や
消
毒
薬

の
購
入
な
ど
の
経
費
の
一
部
を
助
成
す

る
。
一
法
人
に
つ
き
、
10
万
円
を
上
限
と

し
、
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
た

本
市
の
独
自
事
業
で
あ
り
、
対
象
事
業
所

は
9
つ
で
あ
る
。

Ｑ  

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
管
理
シ
ス
テ
ム

導
入
委
託
料
の
内
容
に
つ
い
て
問
う
。

A  

こ
の
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
放
課
後
児

童
台
帳
を
電
子
化
し
、
管
理
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
保
護
者
が
納
め
る
負

担
金
は
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
窓
口

で
納
付
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
導
入
す

る
こ
と
で
、
口
座
振
替
が
可
能
と
な
る
。

●
そ
の
他
の
議
案　
１
件

採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

原
案
の
と
お
り
可
決

【
反
対
討
論
】

○
「
放
課
後
児
童
育
成
事
業
に
つ
い
て
、

支
援
員
の
数
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
改

正
で
あ
る
が
、
現
行
の
体
制
よ
り
後
退
の

恐
れ
が
あ
る
。」　

【
賛
成
討
論
】

○
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
１
教
室
15
名

程
度
を
目
安
と
し
、
教
室
を
１
つ
増
や
し

た
い
事
由
に
よ
る
条
例
改
正
で
あ
る
。
保

護
者
も
安
心
し
て
仕
事
が
で
き
る
環
境
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。」

●
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

●
大
竹
会
館
条
例
の一

部
改
正
に
つ
い
て

●
令
和
２
年
度
大
竹
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
８
号
）

本会議へ

本
会
議
で
の
採
決
の
結
果

　
　
　
　
　
　
原
案
の
と
お
り
可
決

　
総
務
文
教
委
員
会

　
　
　
　
主
な
審
査
内
容

●
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　
　
高
規
格
救
急
自
動
車

（
車
輌
・
救
急
用
資
機
材
）
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小瀬川左岸遊歩道

第５回定例会は、令和２年９月９日～９月 23日の 16日間行われました。
詳細については、令和２年 12月ごろに本会議録が製本されますので、市ホームページ、
市情報公開コーナー、図書館等でご覧ください。市ホームページから録画中継もご覧いただけます。

Ｑ  

今
回
の
条
例
改
正
に
よ
り
、
代
理
人

が
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る

際
に
申
請
書
へ
の
押
印
が
不
要
に
な
る
と

の
こ
と
だ
が
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
証
明

書
の
申
請
に
お
い
て
も
、
代
理
人
の
押
印

は
不
要
な
の
か
問
う
。

A  

他
の
証
明
書
の
申
請
で
も
、
代
理
人

の
押
印
が
必
要
に
な
る
も
の
は
、
規
定
上

な
い
。
本
人
確
認
を
徹
底
し
て
お
り
、
確

認
が
で
き
た
場
合
は
、
押
印
は
求
め
て
い

な
い
。
申
請
者
が
本
人
確
認
書
類
を
所
持

し
て
い
な
い
場
合
は
、
複
数
の
質
問
を
す

る
こ
と
に
よ
り
本
人
確
認
を
し
、
そ
の
う

え
で
押
印
を
し
て
も
ら
う
場
合
は
あ
る

が
、
原
則
と
し
て
押
印
は
必
要
な
い
。

Ｑ  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
等
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
受
診
す
る
人

が
減
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
く
。
こ

う
し
た
状
況
が
、
国
民
健
康
保
険
の
医
療

費
等
の
数
値
に
お
い
て
、
実
際
に
影
響
が

出
て
い
る
か
問
う
。

A  

国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
の
総
額

は
、
被
保
険
者
数
の
減
少
の
影
響
も
受
け

て
い
る
。
一
人
あ
た
り
の
医
療
費
に
つ
い

て
、
前
年
の
同
月
と
比
較
し
た
結
果
、
3

月
診
療
分
は
増
加
し
た
が
、
緊
急
事
態
宣

言
が
出
さ
れ
た
4
月
診
療
分
は
9
%
程

度
減
少
し
、
5
月
診
療
分
は
2
%
程
度

減
少
し
た
。

　
緊
急
事
態
宣
言
解
除
後
の
6
月
診
療
分

は
2
%
程
度
増
加
し
た
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
が
再
び
増
加
し
た

7
月
診
療
分
は
9
%
程
度
減
少
、
と
い

う
状
況
で
あ
る
。

Ｑ  

新
町
雨
水
排
水
ポ
ン
プ
場
に
係
る
、

小
瀬
川
左
岸
へ
の
放
流
管
占
用
協
議
に
関

す
る
調
査
検
討
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
業

務
の
内
容
と
発
注
の
予
定
を
問
う
。

A  

新
町
雨
水
排
水
ポ
ン
プ
場
に
つ
い
て

は
、
排
水
路
の
整
備
や
、
管
路
の
敷
設
、

用
地
買
収
な
ど
、
事
業
を
進
め
る
た
め
に

様
々
な
課
題
が
あ
る
な
か
、
当
面
は
、
新

町
雨
水
排
水
ポ
ン
プ
場
か
ら
小
瀬
川
へ
の

排
水
方
法
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
小
瀬
川
の
左

岸
に
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、

現
地
の
状
況
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
る
。

　
調
査
検
討
業
務
委
託
で
は
、
現
在
示
し

て
い
る
ル
ー
ト
以
外
に
、
既
設
の
市
道
内

に
排
水
管
を
敷
設
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
か
、
ま
た
、
現
在
示
し
て
い
る
ル
ー
ト

の
先
が
遊
歩
道
の
降
り
口
で
支
障
に
な
っ

て
い
る
た
め
、
太
田
川
河
川
事
務
所
と
も

協
議
の
う
え
、
別
ル
ー
ト
に
つ
い
て
も
、

概
略
を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
現

在
は
、
発
注
に
向
け
、
準
備
し
て
お
り
、

10
月
ご
ろ
の
入
札
予
定
を
考
え
て
い
る
。

Ｑ  

現
在
、
本
庁
舎
耐
震
改
修
工
事
が
施

工
さ
れ
て
お
り
、
工
期
は
今
年
11
月
26
日

ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
議
案
の
（
仮
称
）

お
が
た
こ
ど
も
園
建
設
工
事
の
工
期
は
、

議
決
の
日
の
翌
日
か
ら
で
あ
り
、
工
期
が

重
な
る
部
分
が
あ
る
が
、
影
響
な
く
調
整

で
き
る
の
か
問
う
。

A  

本
庁
舎
耐
震
改
修
工
事
の
現
場
作
業

は
10
月
23
日
頃
に
完
了
の
予
定
で
あ
り
、

現
場
事
務
所
は
、
10
月
末
に
撤
去
の
予
定

で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
議
案
の
工
事
は
、
発
注
に
あ

た
り
工
程
表
を
作
成
し
て
お
り
、
契
約
締

結
後
、
建
築
主
体
の
工
事
に
入
る
の
は
、

来
年
1
月
か
ら
の
予
定
で
あ
る
た
め
、
工

期
が
重
な
る
こ
と
に
よ
る
影
響
は
な
い
。

●
そ
の
他
の
議
案　
8
件

採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

原
案
の
と
お
り
可
決

本
会
議
で
の
採
決
の
結
果

原
案
の
と
お
り
可
決

●
大
竹
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

●
令
和
元
年
度
大
竹
市
公
共
下
水
道

　
　
事
業
会
計
剰
余
金
の
処
分
及
び

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

本会議へ

●
大
竹
市
印
鑑
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

　
生
活
環
境
委
員
会

　
　
　
　
主
な
審
査
内
容

●
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
　
（
仮
称
）
お
が
た
こ
ど
も
園

建
設
工
事
（
建
築
主
体
工
事
）
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